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INFORMATIONINFORMATION

市
民
か
ら
の
お
便
り

出
歩
く
の
に
良
い
季
節
に
な
っ
た
の
で
、
そ
ろ
そ
ろ
出
か
け
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

市
民
か
ら
の
お
便
り

今
年
も
ゴ
ー
ヤ
の
苗
を
植
え
ま
し
た
。
グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン
が
楽
し
み
で
す
。

障
害
者
・
母
子
・
父
子

家
庭
の
皆
さ
ん
へ

各
種
手
当
の
支
給

特
別
障
害
者
手
当

　

心
身
に
著
し
く
重
度
の
障
害
が

あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に
お
い
て

常
時
特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る

在
宅
の
20
歳
以
上
の
方
に
支
給
さ

れ
ま
す
。　

■
支
給
額
／
月
額
２
万
６
千
円

＊
施
設
入
所
や
３
カ
月
以
上
入
院

し
て
い
る
場
合
、
所
得
が
一
定

以
上
あ
る
場
合
は
支
給
さ
れ
ま

せ
ん
。

特
別
児
童
扶
養
手
当

　

身
体
ま
た
は
精
神
に
中
度
以
上

の
障
害
の
あ
る
20
歳
未
満
の
方
を

養
育
し
て
い
る
保
護
者
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

■
支
給
額

▼
１
級
／
月
額
４
万
９
千
900
円

▼
２
級
／
月
額
３
万
３
千
230
円

＊
児
童
が
施
設
入
所
の
場
合
、
所

得
が
一
定
以
上
あ
る
場
合
や
公

的
年
金
を
受
け
て
い
る
場
合
は

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

障
害
児
福
祉
手
当

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
１
級
の
方

の
う
ち
、
重
度
の
障
害
の
た
め
、

常
時
介
護
を
要
す
る
在
宅
の
20
歳

未
満
の
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
支
給
額
／
月
額
１
万
４
千
140
円

＊
施
設
入
所
の
場
合
、
所
得
が
一

定
以
上
あ
る
場
合
や
公
的
年
金

を
受
け
て
い
る
場
合
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。

重
度
心
身
障
害
児
療
育
手
当

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
１
級
の
方

の
う
ち
、
障
害
児
福
祉
手
当
に
該

当
し
な
い
18
歳
未
満
の
心
身
障
害

児
を
養
育
し
て
い
る
保
護
者
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

■
支
給
額
／
月
額
７
千
300
円

＊
所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

児
童
が
施
設
入
所
の
場
合
は
支

給
さ
れ
ま
せ
ん
。

重
度
心
身
障
害
児
・
者

医
療
費
助
成
制
度

　

重
度
障
害
の
あ
る
方
の
医
療
費

に
つ
い
て
、
自
己
負
担
分
が
助
成

さ
れ
ま
す
。

■
対
象

▼
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
・
２
級

の
方

▼
療
育
手
帳
Ａ
１
・
Ａ
２
の
方

▼
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
・
４
級

を
所
有
し
、
療
育
手
帳
Ｂ
１
の

知
的
障
害
と
認
定
さ
れ
た
18
歳

未
満
の
方

＊
平
成
15
年
10
月
１
日
以
降
、
新

た
に
重
度
障
害
の
認
定
を
受
け

た
65
歳
以
上
の
方
に
つ
い
て
は
、

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
み
対
象

と
な
り
ま
す
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

　

各
種
手
帳
、
保
険
証
、
印
鑑

※
障
害
者
の
各
種
手
当
に
関
す
る

お
問
い
合
わ
せ
は

福
祉
事
務
所
障
害
福
祉
係

（
☎
８
８
０
・
６
５
６
６
）
ま
で

南
国
市
交
通
遺
児
手
当

　

交
通
事
故
（
車
・
汽
車
・
電
車

の
運
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
事
故
、

海
難
、
航
空
事
故
）
で
父
母
、
も

し
く
は
父
、
ま
た
は
母
を
失
っ
た

児
童
を
対
象
に
18
歳
に
達
す
る
年

度
末
ま
で
支
給
さ
れ
ま
す
。　
　

■
支
給
額
／
児
童
１
人
に
つ
き
、

月
額
２
千
円

＊
１
年
以
上
市
内
に
在
住
し
、
現

に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
方
に

限
り
ま
す
。

母
子
・
父
子
福
祉
手
当

　

配
偶
者
の
い
な
い
女
性
ま
た
は

男
性
で
、
18
歳
に
達
す
る
年
度
末

ま
で
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
、

ま
た
両
親
を
失
っ
た
18
歳
に
達
す

る
年
度
末
ま
で
の
児
童
を
扶
養
し

て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
支
給
額
／
児
童
１
人
に
つ
き
、

月
額
１
千
円

＊
母
ま
た
は
父
お
よ
び
児
童
が
引

き
続
き
１
年
以
上
市
内
に
在
住

し
、
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い

る
方
に
限
り
ま
す
。
な
お
、
市

交
通
遺
児
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
の
助
成

■
助
成
対
象
者
／
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方
（
前
年
所
得
を

基
に
判
断
）

▼
母
子
・
父
子
家
庭
の
母
ま
た
は

父
と
児
童

▼
準
母
子
・
準
父
子
世
帯

▼
父
母
の
い
な
い
児
童

＊
児
童
と
は
、
18
歳
に
達
す
る
年

度
末
ま
で
の
間
に
あ
る
方
。

■
申
請
時
に
持
参
す
る
も
の

　

母
ま
た
は
父
お
よ
び
該
当
す
る

児
童
の
健
康
保
険
証
、
印
鑑

＊
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
６

月
末
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

「ひ難タワーができましたー」
澤本　英世（里改田）

児
童
扶
養
手
当

　

父
ま
た
は
母
と
生
計
を
同
じ
く

し
て
い
な
い
18
歳
未
満
の
児
童（
本

年
度
で
18
歳
に
達
す
る
児
童
は
年

度
末
ま
で
対
象
、
ま
た
中
度
以
上

の
障
害
を
有
す
る
場
合
は
20
歳
未

満
の
方
）
を
監
護
し
て
い
る
母
ま

た
は
父
、
も
し
く
は
代
わ
っ
て
そ

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
に
支

給
さ
れ
ま
す
（
所
得
制
限
が
あ
り

ま
す
）。

■
受
給
資
格
者
（
い
ず
れ
の
場
合

も
国
籍
は
問
い
ま
せ
ん
）

①
父
母
が
離
婚
し
た
後
、
父
ま
た

は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い

な
い
児
童

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

③
父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
害

（
国
民
年
金
の
障
害
等
級
１
級
程

度
）
に
あ
る
児
童

④
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
不
明
で

あ
る
児
童

⑤
父
ま
た
は
母
か
ら
引
き
続
き
１

年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
児
童

⑥
父
ま
た
は
母
が
法
令
に
よ
り
引

き
続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て

い
る
児
童

⑦
母
が
婚
姻
に
よ
ら
ず
に
懐
胎
し

た
児
童

⑧
母
が
懐
胎
し
た
と
き
の
事
情
が

不
明
で
あ
る
児
童

■
こ
ん
な
時
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

①
児
童
が

▼
国
内
に
住
所
が
な
い
と
き

▼
父
ま
た
は
母
の
死
亡
に
よ
り
支

給
さ
れ
る
公
的
年
金
給
付
が
受

け
ら
れ
る
と
き

▼
父
ま
た
は
母
に
支
給
さ
れ
る
公

的
年
金
給
付
額
の
加
算
の
対
象

と
な
っ
て
い
る
と
き

▼
労
働
基
準
法
な
ど
の
規
定
に
よ

る
遺
族
補
償
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
と
き

▼
児
童
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い

る
と
き
、
ま
た
は
里
親
に
委
託

さ
れ
て
い
る
と
き

▼
父
ま
た
は
母
の
配
偶
者
（
内
縁

関
係
も
含
む
）
に
養
育
さ
れ
て

い
る
と
き

＊
父
ま
た
は
母
の
配
偶
者
に
重
度

の
障
害
が
あ
る
場
合
は
除
く
。

②
父
ま
た
は
母
、
そ
れ
に
代
わ
る

養
育
者
が

▼
国
内
に
住
所
が
な
い
と
き

▼
公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
と
き

＊
国
民
年
金
法
に
基
づ
く
老
齢
福

祉
年
金
を
除
く
。

▼
事
実
婚
が
確
認
さ
れ
た
と
き

＊
定
期
的
な
訪
問
な
ど
社
会
通
念

上
夫
婦
と
し
て
の
生
活
が
認
め

ら
れ
た
場
合
、
事
実
の
発
生
し

た
時
点
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
手
当

を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

※
母
子
・
父
子
家
庭
の
各
種
手
当

に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は

福
祉
事
務
所
子
育
て
応
援
係

（
☎
８
８
０
・
６
５
６
６
）
ま
で

公
営
住
宅
入
居
者

■
募
集
戸
数
／
７
戸
程
度

■
募
集
住
宅
場
所

　

久
礼
田
地
区
（
１
戸
）

　

長
岡
地
区　

（
４
戸
）

　

前
浜
地
区　

（
２
戸
）

■
募
集
案
内
配
布
期
間

　

６
月
４
日
㈬
～
13
日
㈮

＊
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く

■
申
込
書
受
付
期
間

　

６
月
11
日
㈬
～
13
日
㈮

＊
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く

※
申
込
先
・
お
問
い
合
わ
せ
は

都
市
整
備
課
住
宅
係

（
☎
８
８
０
・
６
５
５
８
）
ま
で

戦
没
者
慰
霊
巡
拝

　

次
の
地
域
で
、
戦
没
者
の
ご
遺

族
を
対
象
に
慰
霊
巡
拝
が
行
わ
れ

ま
す
。

■
対
象
地
域
／
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共

和
国
、
イ
ン
ド
、
マ
リ
ア
ナ
諸

島
、
ト
ラ
ッ
ク
諸
島
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
、
硫
黄
島
、
マ
ー
シ
ャ
ル

諸
島
ほ
か

■
参
加
条
件

　

健
康
状
態
が
良
好
な
ど

＊
原
則
80
歳
以
下
の
方

■
備
考
／
巡
拝
地
域
や
参
加
条
件

実
施
時
期
、
所
要
経
費
な
ど
の

詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

県
地
域
福
祉
政
策
課

（
☎
８
２
３
・
９
６
６
２
）

福
祉
事
務
所
地
域
福
祉
支
援
係

（
☎
８
８
０
・
６
５
６
６
）
ま
で

第
58
回
南
国
市
母
親
大
会

■
と
き
／
６
月
14
日
㈯

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時

■
と
こ
ろ

　

大
篠
公
民
館
、
中
央
公
民
館

■
内
容
（
午
前
10
時
～
正
午
）

▼
分
科
会
／
税
金
の
し
く
み
、
教

育
に
つ
い
て

■
内
容
（
午
後
１
時
～
４
時
）

▼
文
化
行
事
／
バ
イ
オ
リ
ン
演
奏

奏
者
／
内
村
あ
お
い
（
南
国
市

在
住
バ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
）

▼
講
演
／
「
な
に
が
問
題
な
の
？

秘
密
保
護
法
」

　

講
師
／
高
田
昌
幸
（
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
）

■
参
加
費
／
無
料

＊
昼
食
の
販
売
と
保
育
所（
無
料
）

　

が
あ
り
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

南
国
市
母
親
大
会
実
行
委
員
会

土
居
英
子

（
☎
８
６
５
・
３
１
２
８
）
ま
で

自
衛
隊
イ
ベ
ン
ト

【
第
28
回
定
期
演
奏
会
】

■
と
き

　

７
月
22
日
㈫
午
後
２
時
～
４
時

■
と
こ
ろ
／
県
民
文
化
ホ
ー
ル

　

（
オ
レ
ン
ジ
ホ
ー
ル
）

■
内
容
／
海
上
自
衛
隊
東
京
音
楽

隊
に
よ
る
音
楽
演
奏

■
入
場
料
／
無
料

＊
入
場
券
が
必
要

【
第
55
回
高
知
み
な
と
ま
つ
り
】

■
と
き

　

７
月
５
日
㈯
、
６
日
㈰

　

午
後
２
時
～
４
時

■
と
こ
ろ
／
高
知
新
港（
高
知
市
）

■
内
容
／
自
衛
艦
の
一
般
公
開

※
お
問
い
合
わ
せ
は

自
衛
隊
高
知
地
方
協
力
本
部

（

http://www.mod.go.jp/pco/kochi/

　

☎
８
２
２
・
６
１
２
８
）
ま
で

　


